
 
 

 

一 

 
 

 

非
居
住
住
宅
税
及
び
超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
等
の
課
税
の
特
例
の
創
設
等
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
都
の
特
別
区
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市
並
び
に
保
養
地
の
所
在
す
る
市
町
村
の
区
域
内
の
一
定
の
地
域
に
お
い
て
住
宅
の
投
機
的
取
引
及
び
こ
れ

が
も
た
ら
す
非
居
住
住
宅
の
保
有
に
起
因
す
る
住
宅
の
供
給
の
減
少
に
よ
り
住
宅
の
価
格
及
び
家
賃
が
高
騰
し
て
い
る
状
況

に
鑑
み
、
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
に
お
け
る
当
該
状
況
を
是
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
へ
の
居
住
を
希

望
す
る
者
の
需
要
に
応
じ
た
住
宅
の
供
給
を
促
進
す
る
た
め
、
非
居
住
住
宅
税
及
び
超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
に
係
る
事

業
所
得
等
の
課
税
の
特
例
の
創
設
等
に
関
し
、
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
住
宅
」
と
は
、
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
る
家
屋
又
は
家
屋
の
部
分
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
非
居
住
住
宅
」
と
は
、
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
住
宅
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
超
短
期
所
有
住
宅
等
」
と
は
、
個
人
又
は
法
人
が
他
の
者
か
ら
取
得
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
引
き

続
き
所
有
し
て
い
た
期
間
が
二
年
以
下
で
あ
る
住
宅
及
び
当
該
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
又
は
土
地
の
上
に



 

 
 

 

二 

存
す
る
権
利
を
い
う
。 

４ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
」
と
は
、
住
宅
の
投
機
的
取
引
及
び
こ
れ
が
も
た
ら
す
非
居
住
住
宅
の
保

有
に
起
因
す
る
住
宅
の
供
給
の
減
少
に
よ
り
住
宅
の
価
格
及
び
家
賃
が
高
騰
し
て
い
る
地
域
を
い
う
。 

 

（
非
居
住
住
宅
税
及
び
超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
等
の
課
税
の
特
例
の
創
設
） 

第
三
条 

政
府
は
、
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
へ
の
居
住
を
希
望
す
る
者
の
需
要
に
応
じ
た
住
宅
の
供
給
を
促
進
す
る
た
め
、
次

条
及
び
第
五
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
非
居
住
住
宅
税
及
び
超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
等
の
課
税
の

特
例
を
創
設
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
を
目
途
と

し
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
非
居
住
住
宅
税
） 

第
四
条 

非
居
住
住
宅
税
の
創
設
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
方
針
と
す
る
。 

 

一 

市
町
村
は
、
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
住
宅
価

格
等
高
騰
地
域
に
所
在
す
る
非
居
住
住
宅
に
対
し
、
当
該
非
居
住
住
宅
及
び
当
該
非
居
住
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て

い
る
土
地
の
価
格
を
課
税
標
準
と
し
て
、
当
該
非
居
住
住
宅
の
所
有
者
に
非
居
住
住
宅
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 



 
 

 

三 

 
二 

市
町
村
は
、
転
勤
、
療
養
、
親
族
の
介
護
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
そ
の
所
有
す
る
住
宅
が
非
居
住
住
宅

と
な
っ
た
者
に
は
、
当
該
非
居
住
住
宅
に
対
し
、
非
居
住
住
宅
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

非
居
住
住
宅
税
の
税
率
は
、
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
に
お
い
て
住
宅
の
投
機
的
取
引
が
も
た
ら
す
非
居
住
住
宅
の
保
有

に
起
因
す
る
住
宅
の
供
給
の
減
少
に
よ
り
住
宅
の
価
格
及
び
家
賃
が
高
騰
し
て
い
る
状
況
の
是
正
の
た
め
実
効
性
の
あ
る

も
の
と
な
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

（
超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
等
の
課
税
の
特
例
） 

第
五
条 

超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
等
の
課
税
の
特
例
の
創
設
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基

本
方
針
と
す
る
。 

 

一 

個
人
が
超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
他

の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
に
応
じ
て
、
所
得
税
及
び
住
民
税
を
課
す

る
こ
と
。 

 

二 

法
人
が
超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
益
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
法
人
税
と

は
別
に
特
別
の
税
率
に
よ
る
追
加
の
課
税
を
行
う
方
式
又
は
他
の
所
得
と
区
分
し
て
通
常
の
法
人
税
率
に
加
算
し
た
税
率



 

 
 

 

四 

に
よ
る
課
税
を
行
う
方
式
に
よ
っ
て
、
法
人
税
を
課
す
る
こ
と
。 

 

三 
第
一
号
の
所
得
税
及
び
住
民
税
並
び
に
前
号
の
法
人
税
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
に
対

す
る
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
等
に
つ
い
て
は
、
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

第
一
号
の
所
得
税
及
び
住
民
税
並
び
に
第
二
号
の
法
人
税
の
税
率
等
は
、
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
に
お
い
て
住
宅
の
投

機
的
取
引
に
よ
り
住
宅
の
価
格
及
び
家
賃
が
高
騰
し
て
い
る
状
況
の
是
正
の
た
め
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
定
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

（
住
宅
の
価
格
及
び
家
賃
の
高
騰
の
実
態
に
係
る
調
査
） 

第
六
条 

政
府
は
、
第
三
条
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
に
お
け
る
住
宅
の
投
機
的
取
引
及
び

こ
れ
が
も
た
ら
す
非
居
住
住
宅
の
保
有
に
起
因
す
る
住
宅
の
供
給
の
減
少
に
よ
る
住
宅
の
価
格
及
び
家
賃
の
高
騰
の
実
態
に

係
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
支
援
） 

第
七
条 

国
は
、
市
町
村
に
よ
る
非
居
住
住
宅
税
の
徴
収
等
の
確
保
、
住
宅
の
供
給
の
促
進
等
の
た
め
の
法
定
外
普
通
税
及
び

法
定
外
目
的
税
の
新
設
等
を
支
援
し
、
並
び
に
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
に
お
け
る
住
宅
の
供
給
の



 
 

 

五 

促
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





 
 

 

七 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

都
の
特
別
区
及
び
指
定
都
市
並
び
に
保
養
地
の
所
在
す
る
市
町
村
の
区
域
内
の
一
定
の
地
域
に
お
い
て
住
宅
の
投
機
的
取
引

及
び
こ
れ
が
も
た
ら
す
非
居
住
住
宅
の
保
有
に
起
因
す
る
住
宅
の
供
給
の
減
少
に
よ
り
住
宅
の
価
格
及
び
家
賃
が
高
騰
し
て
い

る
状
況
に
鑑
み
、
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
に
お
け
る
当
該
状
況
を
是
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
価
格
等
高
騰
地
域
へ
の
居
住

を
希
望
す
る
者
の
需
要
に
応
じ
た
住
宅
の
供
給
を
促
進
す
る
た
め
、
非
居
住
住
宅
税
及
び
超
短
期
所
有
住
宅
等
の
譲
渡
に
係
る

事
業
所
得
等
の
課
税
の
特
例
の
創
設
等
に
関
し
、
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


